
求 人 情 報 

令和５年１月２４日 

募集職種：相談員 

 

事業所名：柏市地域生活支援センターあいネット   柏市柏 5－8－12 教育福祉会館 1階 

 

仕事内容： 

     ・総合相談および生活困窮者自立支援事業、住居確保給付金に関する相談業務。 

     ・総合相談では、障害の有無や年齢を問わず、どんな相談でも受け止める相談業務を行います。 

     ・生活困窮者のお困りごと、失業者への就労支援、住まい探しの支援、債務問題、家計の立て直し

や、ひきこもり等、家族全体の幅広いお悩みに対応します。 

     ・生活全般に関わる支援から就労支援まで包括的に関わる事ができる職場です。 

     ・地域の多様な機関との連携やネットワーク作りにも関わって頂きます。 

     ・その他業務にかかる全般 

 

必要な資格・経験等： 

   ＜自立相談支援員、総合相談担当＞ 

    ・社会福祉士、精神保健福祉士（社会福祉主事可）、介護福祉士、介護支援専門員など※いずれか必須 

    ・社会福祉関係で１年以上の相談業務経験があることが好ましい 

   ＜就労準備支援員＞ 

    ・社会福祉士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、臨床心理士、の資格を有する者など 

   ＜共通＞ 

    ・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可） ※必須 

 

給与：月給 255,000円～310,000円（資格手当 20,000円含む、経験考慮）  

その他手当（例）：携帯手当 10,000円（月平均） 

        住宅手当 最大 20,000円（支給額は年齢による、申請には条件あり） 

賞与：年 1回（前年度実績） 

社会保険：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 

退職金制度：あり（勤続 1年以上/福祉医療機構の退職手当共済） 

 

就業時間：8：30～17：30（うち休憩 60分） 

休日等：年間休日 110日、6ヶ月経過後の有休日数 12日、慶弔休暇、リフレッシュ休暇 

 

試用期間：4ヶ月。労働条件の変更なし 

定年制：65歳定年、70歳まで再雇用あり。 

 

選考方法：書類選考、面接、作文 

応募方法：下記あてにお電話かメールでお問い合わせください。 

お問い合わせ先：〒285-0837 千葉県佐倉市王子台 1-28-8 ちばぎん臼井ビル 4Ｆ 

社会福祉法人生活クラブ（生活クラブ風の村）事業本部 人事課 

        電話 043-460-8333（仙田・黒田）    メール recruit@kazenomura.jp 

mailto:recruit@kazenomura.jp

